
〇 〇 〇
不 都 平
在 市 成

平 者 計 十
成 投 画 四
十 道 票 道 法 支 年 公
四 人 を 選 に 度庁
年 事 行 挙 よ 砂

告十 委 う 管 る 利

北 海

〇 〇 〇 〇 〇 〇
北 北 一 道 道 道
海 海 般 路 路 路
道 道 競 の の の
分 収 争 区 供 区
別 公 入 入 域 用 域
収 証 札 の の の
集 紙 の 変 開 変
促 の 実 更 始 更

道 公 報

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
道 過 農 知 知 農 漁 土
路 疎 林 事 事 林 業 地
の 地 水 権 権 水 災 改
区 域 産 限 限 産 害 良
域 自 大 に に 大 補 区
の 立 臣 係 係 臣 償 の
決 促 権 る る 権 法 役
定 進 限 保 保 限 に 員

第

〇 〇 〇 〇 〇
肥 大 一 有 産
料 規 般 害 業
の 模 競 興 廃
登 小 争 行 棄
録 売 入 の 物 告
の 店 札 指 処
有 舗 の 定 理
効 立 実 施

号

毎
週
火
・
金
曜

一 員 こ 理 開 示 採 告
月 会 と 委 発 取
二 告 が 員 行 業
十 示 で 会 為 務
九 き 告 に 主
日 る 示 関 任

病 す 者
院 る 試
等 工 験
の 事 合

金 指 の 格
定 完 者

曜 の 了

進 表 元 施 及
計 売 び
画 り 供
の さ 用
変 ば の
更 き 開

人 始
及
び
売
り
さ
ば

特 に 安 安 に よ の
別 係 林 林 係 る 就
措 る の の る 区 任
置 保 指 指 保 域 及
法 安 定 定 安 及 び
に 林 の の 林 び 退
よ の 解 解 の 区 任
る 指 除 除 指 分 の
市 定 の 定 の 届
町 の 予 の 決 出
村 解 定 予 定
道 除 定 の（
の の 二 一

期 地 施 設 示 目
間 法 の
の 第 設
更 六 置
新 条 等
第 に
一 係
項 る

許（
変 可
更 申
） 請 次
の の

日
発
行

一 （
日 部 四

改 件
正 ）

（
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課

き
人
の
指
定
の
一
部（

廃 改（ （ （ （ （
棄 物 正 物 道 道 道
物 品 品 路 路 路
対 管 管 整 整 整
策 理 理 備 備 備
課 課 課 課 課 課

代 予 件 部
行 定 ） 改
工 正
事
の
完
了 （

土
地（ （ （

道 道 水 改
路 路 産 良（ （ （ （
整 計 治 治 治 治 経 指
備 画 山 山 山 山 営 導
課 課 課 課 課 課 課 課

届 内
出 容

の
概
要（

生 等（
環 活（

道 境 文 （
産 生 化 廃（
食 地 活 ・ 棄
品 域 部 青 物
安 産 総 少 対
全 業 務 年 策 発行
室 課 課 室 課

北 海 道
（総務部法制文書課）

）

一 一 一
六 六 六
八 七 六

３

縦平３。見

イる月く意
の

律 登覧成日）書

法

別の

別出

昭 市期年登提

市間

） ） ） ） ） ）

一 一 一 一 一 一
六 六 六 六 六 六
六 六 五 四 四 三

２
く法ア
覧北

廃安産廃ず第縦

棄定業プ並

場道

物型廃ラび条の海

が２所胆

の最棄スに第

終物チ

） ） ） ） ） ） ） ）

一 一 一 一 一 一 一 一
六 六 六 六 六 五 五 五
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別業

申平申室有産登産

会廃市廃

請成請蘭限業

者市 年

歳物

月年の中社棄千棄

住島さ物 日

） ） ） ） ）
電話

一 一 一 一 一 ペ
五 五 五 五 五 ー
六 五 四 四 三 ジ 印刷

条次１ 北

廃第なの 海

１おと平申 道

項、お成請

棄
告
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物
の産り 示の
規業で年概 第

要

処
定廃あ 理
に棄る月

－ －
（内線 ）
－ －

富士プリント

〇
一
般
競
争
入
札和

民月市
に 年 生

らて
律 部かっ

法 活日あ

境平は
第 環
資成、
平 号 源

に

課年成 ）
１
定
月年 規
６

処ッれ項及振

処

日月 す

及分理クき及び支

理処

間地

び場施類類び時庁

掃にゴ３域

清）設、第

関いくに策

におム項政

る処、定環

すてず規部

律す属る生

法理金す境

行産ず請課

施るく申活

理

月所町ん処町処

、４ぱ理

施

称目設設 、 日名丁い施

の 及９代の

類

び番表設、種

取置 代

上

の所

者役場

表号締の

名山

氏

及
よ物。 号び

に産施

掃、理

清り処日

許

る棄置

す廃設

関業設
理申

律処可

法物
設
和設書

昭施請

の
実
施

告
る ま

午か 日
で日 休

成 平

９曜平 び

前日ら 及
成

時日

か、

ら土年

一 午曜１ 年

五 後日月

三 ５及５ 月

時び日

国） 日

ガ等

令業、書

分民ま か

廃

和物ス縦前

昭棄ラの午

のく覧９

政類、場か

年種ずの時

時後 第ン、午 令コ所ら

ク
リ間５

）

ー及時 号

トび

の
者
請夫

申義

く期分 第

）
名

氏
は

又
所

住

律可
法許下

年置以
請請 第申申
が書

道 以
っと海 。

あ」北 号

。事

。う知 下
たい

内 と

の堀 」

） 法

示

期 成

で祝の 平

まので ら
日
に間

ず間ま ７

す１除

関を 年

び 第

及で 条

陶

達 。

の う

容 い

ロ器
磁 号

は
等也 第

要 ）

概
、

一
六
八



１２

調パ調納納札の

入入次

入参ず

に達ー達にい

札
すナす加れ

付をソを入

も

るるルる期場すに

す

品日所者該

事物コ物る

項品ン

北 海

北

次 海

の平

同

道

と成 告

お 示

り年 第 秘

一 蜜

般月
競 号

争日

道 公 報

行種画

興の別映同同同
女

の村レ乳

興隣中ア巨
スの

行姉みク将

おあッ

さ

第

の 北

北興 海

海行平 道

道を成

所地

告 及意域

青有 示 び見政

少害年 第 施書策

年興 設は部

保行月 の、環

護と 号 種北境

類海生育し日

号

この意
境

平の保見

成産全書
十業上に
四廃のは
年棄見、
十

必す

等ピ等に当

物地意

名ー仕平別要る

のュの

指資と

称タ様成途なこ

及等
１す

び年示格。

数

場

量台入月る

札

札
入

及
書

明
説日所

下
以

ャケう

ギニい
と

」
札

入

れ

の願乱

んお寝
ガー。

斬て

題のし
股汚姿

小い

ー

制配オ同コオ

名味
れ

成て

会ピスピ 給
作ーム

例定

記知課条指

を道活

のにす

載事）

、便成和。

上郵平昭る

生番
環１北

活号年年

月海 境

道 の－
日条 保

例 全
一処か見

月理ら書

二施のを

十設意提

九の見出

日

の

に提者

置をる

設書す

しす氏

関出

金

利こ及

、る名

曜

に
書
様

仕
求

要
び

害とび

実

コョを

・シ）

。
る
よ

す北

ュズ施

ミン

事
知

。道

る海

と

年害るめ

少をあた堀

会 社ートー
健る認

のす

北
は社画ク画

又映ッ映

知定範部

道指の囲全

海
事

長刺心等

堀指助を義の

し傷あ

しし激をで 定

著

上月第

く、

の室）
に第

地市で）

見蘭ま号

の９着条

ら町到４

か幸
る１

意番す第

見
北提規

記うの

を号よ項

住
る道すに

す海出定

述

関が

日

に

有るび

をき並

係で所

、棄

は廃

者業

る産

す。
事設

知施

道理

海処

北物

９

札提提

財て契要入入

っ

出

規札書参参

務入約札

則作加加出

の込望期場

第有成申希

れ也

なそら

全おめ達

効

６７８

成がる

育れ

交交便め札

う入郵認落

はいの

）説又な者

。札
書電も決

第明付付

の場方報の定

又けて

達粗性、つっ の

青

也性感はる、

理暴的

５
由を情道も

入保第

開開入以証入

札金札 札
保 札札にを保条 下

日加付金７ 消 参納証の

、

と振こり

こ胆るよ

場

３４

庁。次

。支と
約海海札入入

契北北入
環行札札

該条道道執

当

場日

達を幌境の

調項札

置

生設

にの
物示市生場

環場

活
を行

成格が

平資道
の

度す指

年有う

な要書者
提、 第入否のは限所 条
限に平北 項に出次 １札

道 規るよ成海 の
。り

幌 に
）所年札 定
し定

中 り
たの月市 よ
者入

条

落参区 め
を札日央 定

所法よす法 か交にと方

関入。 第にるる ら付

札 す北北

ま事道道場

条る海海の
交

の幌境で

で項札環所

央部す

め中活付

定市生

すの及 証費

と区総る

る

等 所時金よる納び 税 し
と ととの海 」 うこ付北

す。免道

者、務 う ににる除財 い

則 ） じじは納規 。 同同

当 そ方

相 。。、付

を 者等和 額 の法昭

含 のは

央部及所時

品す中活所

北務日

関所区総び

に場

海成

、３課時北北平

し
迅条海

速西道道

な６札庁年

ア丁幌本

フ目市庁月

タ中舎
日 ー央

争

海こ競

北る名
サ区階

関

第に

示札

告。入

道と
成を

平名

は指

又る

号す
停

条 定
者申３ 予

札加北 た
るを６ 格
す書西 価

と込

の

す 限

出目 制
。提丁 の

。

最
で

。 内

と 囲

こ 範

る

よ西

に条

ろ３課

こ北務

北 む 見、年

目

。丁

る６

っ自道 ） も方海 。 積地

た治規 の
契法則

の
約施第 分
金行
。 に
額令号 ５

す
費和下 当

消昭以 相
税

３環前

ー北午

及年財 る

ビ
ス条境

ン丁部

メ６活

・西生時
議

ス会

ン号

ナ１

テ目第

れ

度さ

年止
な

能
可室

が
こ

示い

告な

道い

海て

北
第

一９と

五号。

四

も
を

格
価

の
低

す
定

規
に

則 上
地令規 以
び政務 額

」 の
方第

消

と
こ

税札）い

費号と 入

入
購
の

品
物

る
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１
出大プ上大名

届氏

平 事規ラ川規

成 項模ザ郡模

十 の小い清小

四 概売ち水売

年 要店ま町店

十 舗る字舗

北 海

規域３ 北

大模なの月 海

平 規小お生 道

模売、活日成 告

小店同環ま 示

売舗法境で年 第

店の第のに

舗設８保北月

立置条持海 号

地者第の道日

道 公 報

所の細

員る契こ詳

アイ

、

一とに入は

のこ約名

札

にすの入 在 部。関札

税事称地行説

免る執

第

落で

入る捨税相者

アイ

業す札あ

札落額て事当

加金者る者る

札 金をた

定 に算額で金とか

決 額

っ申

に 係し）あ額なを

当 るたをるを

号

る ののげ
札掲

開に

そ号

他及
お札

に入
時

一 の清清を

月 名水水設

二 称店第置

十 及１す

九 び線る

日 者 所

氏

在番の

地

又
名

金

名
は

曜

ら項め勝

法か２た十

称

成出規慮庁

平届の配支

事定す商

法の基き労

年項にべ工

第更き項観

律変づ事働

に、に光

）い該いに

号つ当つ課

書

事務は明

第て大て到

者担北郵電公に

業を、
番する

が当海便話開よ

る環号号る。

いす道番

と組境。

る
き織生

はの活－－

、名部

－ 共称総

同及務

企び課北

者出

た 消金もか入たし

税書はる

っ 費額っ免札

て 税て

落と

は 等当落事に、こ

者載札。

、 の該札業記

額格です決た

入 取金価

書 いにとある定だ

札 扱

と速、

に１するこ後し

未のを。や落

記円るか
わに者

さ満で問か札

載

北の
、こ

てび
い

れの、

定 環に
規 道告

に 海公
２

入
資 活る

る 生め
す 境定

課関
有 務に

を 総札
格 部

及

し

日

法

道に

海び

北並
所

住
び

着

は
て
っ

堀あ
に

事人

知

る

条出模見す

６届規意
う

１あ売有よ

第が小を
出

のた舗る提

項っ店す
、る

定設はす

規。を者

りる面と

よす書こ

に置
りき

次がよで

、者にが

のそ

消地札内 体在道

業所海

費幌線

税市

等中－

免央

申西

者条

業３

事北

税区

た端入ず消が
書丁

出６

に見税同

金数札、費共
の業

にあ参積等企

額が
該とすっ課体

当る加も
者契事場 金きるた税の
者で の、は約業合 額は
そ、金

の消額であ
るて の
端費のあっ 分
数税

か、 ５

の件
者条

いる
なす

金等

、た 札し 入反 た違 しに

代

無 則、 規は 務札 財入

の

也者
表

達

す 株更成更

変平変

の
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り辺

限
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目
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す
出
提
を
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） ト会会ヒ後
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事構 当切る

て
すり課に業成
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効 第

者）名会会 表前売

と
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各る
す 条

し規

本京更大

日東変
ア
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甜都
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広３

番帯番
ン
パ
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を
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ラ
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広地幌２広
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会
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ー
目上
地市号市

２川番広３広

清西西

－郡

１
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うるロ
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売
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取
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２
目
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１
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一 表五 取五
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締
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丁８ 所目１目
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表表表 代代代代
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締締締

表
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丁目目

２丁丁

目２

締

取取取

表表表

代代代
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丁 所目１
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締締

表取取

表表 代代代

史名

直氏
の

久者

者役役

び
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住
び
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名
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又
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加富津 の

里
千

本
橋 飯
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氏
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氏
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二

っ
あ
に

人
法
に

功浩



任別任

平退
就の就同同

成

就平同同

年
月退成

任

日年

北 海

次 北

土の 海

地と

北第

道

改お 海告

良り 示

法役

道号

第

員
昭の
和就 号

任

道 公 報

北第北第北第
海 海 海

酸料
炭肥

道号道号道号

カ

第

登

３

号

出縦北北縦平番

届録

書覧海海覧成

等場道道期

肥

の所経十間年

縦済勝

料 覧部支月

地庁

号

小出成
届平

２

平売年
成業月年
十者日
四変月
年更

十の日

月
日

の事

事事
理監別理同同

田本崎

保

氏久宮寺

・

の
第任

律退
法び

年及
届

クム出 号
） シ

入肥が 第 ウ
ムカり料あ
っ
。 第 料ボ酸た 条 肥ー炭
ンカ

ク

ム
ウ

シ
ル

項 ブル

クシ クム

入 入ウ 入肥

ー苦

カり料カりムカり

ボ土料ボ土

ー炭ー苦肥
ブ酸

ンカン炭ン炭

ボ酸
ブルブ酸

種 産工
域商日の

ら

観か

課働）類

業労金

料

成

課平肥

光

名

月
３の

年

一た

月め

二
十
九
日

金

曜

同同

北
名二雄之

信孝義

沼

事長

知郡

道張

海住夕
線内

３８幌

東東字

堀町

アに
定

規 ッウの ラシ

線

沼
長 分南 リ、 カり ルよ
土
地

ルッル

ラシラカラカ

改

ル溶

ア同くアく

ッウッ

リ苦リ苦

カ性カ性

ル溶

分土分土

称

日

成
証 で

ま保

）
月

日量 曜分 日
日
曜） 土％ 、

日

地地

也番番
５６

達南南

任

同同同同同同同退

所

区
良

同同同同同同同同

そ公

同同

同

同同
、
ら
か

限と
制の
の格
他規
の定

は
項り
事お

及そ

道緑

海子

名北同王

期

の
他 民

国の び

北

肥間規 海

を平格 道

更成

料
告取 午

新 示締 前

し年 第法 ９

た 時

。月 か

３時

日月覧

祝１縦

のの
ま
関日間

に

長石

同同同同同同同同

田

同

同同
生駒菊岩山福

社

業会

工式

材株

農化

鈴

住札同東

称社
会
式
株

昭

市都

幌京

生 号和 ら
午日

律 時

法 ５

年 後

第

分
ま産

第
）

で号

く
律除

法を
るで

す

条

和）
昭。

第
律

法
年

一宜

田谷澤倉田井尾川

巧男雄男稔幸

義作武文

同同同同同同同同

和江

木近
東東東西西西西東

北中

東東
同同

幸行
徳久

西丁

条３

７湊

北区

区央

番号

１２

目番

丁３

６目

所地

よ

北 に
定

規
の

項

業 ２
第

肥
の

事 次

知 、

道者 り

海 休
る

す
定

規
に

）
号

料

堀

一日

五並

六

に
び

２４

月

６３３１３

南南

線線線線線線線線

５６６２

南南南南南南

８ ７

地地

番番番番番番番番

線

同４８
地地地地地地

南南
線

２

成
平同同

地地
番番 有

効 の

達有 録

録 登

登 の
効限
也期

年
翌

ら
か

日



北

農 海

林平 号 １

道

水成 ） 法

告第 第

平 産 示

成 年 大 第 条条十 臣の 第四 か月 規 １年 ら 号 号定十 、日

北 海

入

加加加

浜森吉

湯大住

区区区

入入

水区水区水区

道 公 報

よ前を 北

昭うの１加 海

和にと平え 道

改お成る
法

告第
。 年正り 示

北すと年 第条 海るす

道。る月第
１ 告た。 号

示だ日号

第

同同同

同同同同同同同

同同同同

号

成
平同同同

任
退同同同

にに一 掲よ 次

月 げる の

二 る通 域よ

十 漁知 う

九 業が に

日 あ 保
指 ぶ。 を んた 林 こっ 安

を金

るす と定

曜

））

域域域域域域

漁る

町渡函及渡函

））））

海館及海館び海館

渡函

第漁

共市び共市宇共市
業

第漁広第漁賀
業浦 業野

漁同

号協町号協町号協

組地業組

漁同の漁同の

域権合域権合

業組地業

漁地

のののののの

権合

、掲 第しに

漁地漁地

平げ
漁 号成る

漁年業

業

ん

災月こ

害

る

法前と

償以を

補日ぶ 福

同同同同同同同

にに

木田尾井

田福出八山長

近島口

保

宮服久池

事
理同同同

業予

本部田田

日

加旨 館る 函あ 表で の定

項法 の林 区森 入、

る和 削昭 を

のののの

場区場区場区
域ち

区う区う区う

のの
函函函

、、、

域ち域ち

吉

湯大住

市市市

館館館

栄び

、、及

町町町

浜森

る結業

よ締漁

川町青

湯

及た北上

域れ表

区さの
知入

区済道加

び共海磯
項

決にの

の約事区

分契

に

のて次

）いの

定つ堀

男

代

久幸喜克文一

一は

同同同同

行男治已雄稔

東東東東西西西

同同同

８４４１３２

孝五信

線線線線線線線

張
夕同同同

雄男二実

和
３８

東東東東

町
沼
長
郡

線線線線

８８

林

イ

第
律
法
年 。

立次務

木 間の部

柳
におの山

の 伐と次治

町地

金川の

、東町

町、

ア
堀

木次乙次乙そ主村

立町
と林

のの部の部の伐森

の

部、達次

森町森町他

２

の従項

次お也３

をな

次務安所

林保場指指
定 の部林定

南

おの山定施 と次治予

５６６

南南南南南南

８

地地地

番番番番番番番

地地地地
アイ

主主村間 定
立町立

指指
施のの 伐伐森伐

定木木

南南南南

はと林に

５ ６
１

地地地地

番番番番

図課 伐 定
予
林
安所
保場

及び の
ると」及 採 係り

度。部

林るび乙 限
森す

は

に

のと場

次の役

、次町
は置

り」え

おり備

とお

林林のし整 伐

す、い

と
計 の
に国に国森て備 採

に採画 方
つ有つ有林伐

。て。つをで

い林い林

め

は次は次いす定

法て

図はこる

、の、のてる

木に伐に、と標

立図主

伐で伐

の示は示主が準

部択部にき期

伐す、す

森の

を分伐分係る齢

採

の目

と」及林業 り図課

的件

るび深所

要 す及び

。川在
志砂

と所爾土

の役
次市

」え乙流

り備郡の

おに

伐伐

、い町の

は置部出

備る 採採 業、し整係 の
要伐伐計森 目のの

択て
をでは度

に採画林 方限

め次

るす定、

的件法よ

砂と標と

土こるの

。る
期と

流で伐り

のが準お

所
の
林
森

のる齢す

出き

市）の

川。次

深るて

在

に

鷹、図

泊示

、に
し覧

。略縦

る省て
面。

図る
のす

そ供

一 及）

五 び

七

にににる立以

類
書

係
関

はの

止限よ限伐木上

禁

。。種、も

するるる採
該と

。））を当の

る。

いの。

な木る

め立す

定

省て防

市
る

す
在

。所

、に林

し覧有

略縦国備

図

図るの

のす次

そ供。
部

関す

び示

及）に

面。

。

防立以る

類に

書分

係

と
当の
、も
はの

備木上
す
在

所
の。

木る
立す

該

・す

市
る

部
分 地

限
・に 先

る 国

）

北・。 有
海林

、 道。
次 知・
の 事

か 図
に 堀ら

に
村

町

産
水
道

海
北

を

以

）

海。

北る

を限

市
る

係

市
る

係
に

村
町

産
水

道

示上
に、 分
達筆で 部

５ま す
に 也つ
限い



５

務安所立

林保場指指
ア

定木 部林定
の伐 の山定施の 次治予

」及林採 業 図課森

北 海

アイ

主村間の 定
立町立次

指
のの 伐伐森伐と

木木 主

係り 伐伐 にと林にお 施

て備ると 採採 業係し整

る

道 公 報

４

立次務安所

林保場指

イ

定 木の部林

伐おの山定

のと次治予

と」及林 採り図課森の

第

ア
次乙そ主村間 定

立町

指

に 施のの部の伐森伐

木

のし整係 伐森町他と林

業林
に国森て備る 採

号

３
保場指

平安所
成定 林
十予

四の 定

年森

十

大所方 要 及びの目の

林

成在的件法

び

宇源

と場古水

の役
次町

」え泊か

り備郡の

おに
、い養

は置村ん

森す のの

略縦有

省て国

採画林る 方限 要伐伐計
、

件法種をでは度。

採
こるの

、るめ次

はす定
り

なが準お

めと標と

定
る齢す

。き期と

いで伐

びの目 の

木上。

立以る

部在的

るび乙所 限
す及

度。

遠害

と場久干

の役
次町

」え大防

り備郡の

おに
省て

、い町

は置成備

つ有林伐計森 の

略縦国

では

い林に採画林 方 要

いす定、

件法て。つを
るの

、のてるめ次

は次
伐に、と標と

主図はこ
伐で伐り

は示主が準お
齢す

択部にき期と

、す
ににる立以る

伐分係る

目

よ限伐木上。

一の

月所

二在的

十
九
日

部備

乙防

郡の

志害

爾干

金町

曜

そ供次

、に。

し覧林

国

示

面。に

図る図

のすの

書に

係分

関部

びす

及）

、も
はの

北。

をる

類限

の。
木る

立す
該と

当の

し覧有

村
町
市
る
す
在
所

の

のす次

そ供。

、に林

び示

及）に

面。図

図る
を限

類に

書分

係部

関す

種、も

るる採はの

北る

す

定該と

）を当の

。。
。所
いの。

な木る

め立

有

村
町
市
る
す
在

日

分
部
す
示
に
図
の

次
。

林

７

産
水
道
海）

る
限
に

次務安所

林保場指指
定 の部林定

に

おの山定施 と次治予

イ

市
る
係

木 厚次厚そ主村間
町立

林に
の 田の田の伐森伐

水
道）

海。

村森村他と

６
産

ア
定

務安所立

林保場指指
施の 治予の

定木 部林次

イ
市
る
係
に

山定森

町立次
木 泊そ主村間の
おの

の 村の伐森伐と次

）
。

他と林に

森の 森森

の村の

次泊次

の目

と」及林業 り図課

的件

るび厚所

要 す及び

。田在
市源

と場余水

の役
次村

」え赤か

り備郡の

おに

係伐

、い川養

は置井ん

林のし整
森の

国に国森て備る採

採画林限

有つ有林伐計

。つをでは度

林い林に

次

次は次いす定、

。て

はこるの

の、のてるめ

に伐に、と標と

図主図

で伐り

示は示主が準お

択部にき期と

す、す伐

の伐

分伐分係る齢す

部

目の

及林に 採 業 課森林
法て

泊所い 方 要 びのつ

水立

場、

役は

村在的件

え郡のの

備田源木

に厚

養を

い田ん採

置厚か伐

伐

て村

と」 採 国のし整係り図

計森す及 の

有森て備る

に採画林るび 限

林林伐

次つをでは度。

。

るめ次の

のいす定、次

とお

にはこるのと

図て
す主が準おり

示、と標
き期とは

部伐で伐り」

に係る齢す、

分に

い

つ林つ

に有に

林国林
図、

はのは

て次て

い。
のすは

木示伐

立に主

、

村

をに伐

採分択

伐部、

略縦
省て

。

そ供林

、に有

し覧国

）図

面。の

図る次

のす

分

書部

係す

関示

びに

及

上。

にににる立以る

類

るる採はの

限よ限伐木
を当の

。。。種、も

る

木る

め立す

定該と

））

市
る

す
在

。所
いの。

な

縦禁
。

供林る

に有す

覧国止

示
に

）図

。の

る次

す。

限る立以る省

に
分
部

す

採はのし

る伐木上。略

を当のそ

）種、も、

。

る面

め立す図

定該との
関

。所び

いの。及

な木

禁限に

市類

る書

す係

在

。
る）。

す。る

止るよ

一
五
八

水）

道。

海る

北限

をに

。
る
限

市
る

係
に

村
町

産

水

係道

に海

村北

町を

）

市産

る



９

林保場指

平 次務安所

成 定 の部林

十 と次治予

四 の おの山定

年 り図課森

十 と」及林

北 海

イ
木 仁次仁そ主村間

町立

林に
の 木の木の伐森伐

のし整係伐 町森町他と

林
国に国森て備る採

道 公 報

８

ア
定

務安所立

林保場指指
施の 治予の

定木 部林次
採 業 課森林 の伐 山定森

及林に

第

イ

町立次
木 赤そ主村間の
おの

の 井の伐森伐と次

整係り図 伐 川他と林に

森て備ると」 採 村のし

号

ア

森

のの井の

木次赤次

立

目

にに 採林村林 伐森川

一 す及びの

月 るび仁所

二 。木在的

十 次町

九 の役

日

郡の

おに丹源

と場積水

は置丹ん

」え積か

り備

金

省て
、い町養

曜

つ有林伐計森の

略縦国

度

林い林に採画林限

有

す定、

。て。つをでは

、のてるめ次

次は次い

標と

図主図はこるの

の

示主が準お

に伐に、と

と

す、す伐で伐り

示は

係る齢す

部択部にき期

にににる立以る

分伐分

つ 目の

限よ限伐木上。

件法て

赤所い 方 要 びの
余水立

村、

川は

井在的

伐

に郡のの

場市源木

役

町養を

え木ん採

備仁か

い禁

置
て国止

び 限

国林伐計森す及 の

では度。

有に採画林る

林つを
るめ次の

。いす定、次

とお

のはこるのと

次て
に主が準おり

図、と標
き期とは

示伐で伐り」

る省

部係る齢す、

すに
に伐木上。略

分る立以

林て

い有い 方
つ国つ の

の主

、次、

は。は

法て
伐示、

のには

木図伐

立

よ

禁分に

を部伐

採す択

し覧有

止に

日

の

のす次

そ供。

、に林

び示

及）に

面。図

図る
を限

類に

書分

係部

関す

、も

るるる採はの

北る

と

））を当の

。。。種
の。

な木る

め立す

定該

す

村
町
市
る
す
在
。所
い

供次

に。。

覧林る

縦有
部

す

）示

。に

る図

すの

、

限採はのし

る
限
に
分

の

。を当のそ

る種、も
る面

め立す図

）定該と

関

。所び

いの。及

な木

北

町を

市類

る書

す係

在

）
。。

るる。

す限る

村

産
水
道）

海。

務安所

林保場指指
定 部林定

る
係
に

の山定施 次治予

イ

市

そ主村間の

町立次
の の別の伐森伐と

木 次

）
。

森市他と林にお

務安所立

林保場指指
ア

定木 部林定

に海
の山定施の 次治予

イ

市産

る水

係道

次積そ主村間の

町立次
お
の の丹の伐森伐と

木

森町他と林に

ア
施のの丹

木次積 定
立
指

」及林業 図課森の 森町

所

要 及びの目

別在的件

び

流源

と所沙水

の役
次市

」え平か

り備郡の

おに

り 伐

、い町養

は置取ん

林のし整係

す の

に国森て備ると 採

画林る 限

つ有林伐計森

つをでは度。

い林に採
め次

は次いす定、

て。
主図はこるの

、のてる
主が準お

伐に、と標と
期と

、す伐で伐り

は示
伐分係る齢す

択部にき

」及林採 業 図課森の伐

び積所方 要 及びの目の

丹在的件法

水

の役
次町

り備市の

おに別源

と場
」えか

り 伐

、い有養

は置国ん

林のし整係

す の

に国森て備ると 採

画林る 限

つ有林伐計森

つをでは度。

い林に採
め次

は次いす定、

て。
主図はこるの

、のてる
主が準お

伐に、と標と
期と

、す伐で伐り

は示
伐分係る齢す

択部にき

業林 伐
い林 方 要つ有 の

に国 採
立図
、の
は次

件法て。
を分
採部

伐す
の示

木に

省て

。

、に林

し覧有

略縦国

。図

図るの

のす次

そ供
面

一 及）に

五 び示

九

以る

類に

書分

係部

関す

よ限伐木上。

ににる立

。。種、も

るる採はの

め立す

定該と

）を当の
す
在

。所
いの。

な木る

覧次

略縦。

省て林

市
る

のすに

そ供図

、にの

し

分

及）部

面。す

図る示

る

類。

書る

係限

関に

び

限伐木上。

ににる立以

。種、も

るる採はの

よ

立す

定該と

）を当の

。

在
。所
いの。

な木る

め

。
する

止限
禁に

市
る
す

）

海。

北る

を限

。）
る

）

市
る

係
に
村
町

産
水

道 係
に

村
町

産
水

道
海

北
を

市
る



務安所立

林保場指指
ア

定木 部林定
の伐 の山定施の 次治予

」及林採 業 図課森

北 海

イ

次新そ主村間の

町立次
お
の の冠の伐森伐と

木

整係り 伐 森町他と林に

林のし

に国森て備ると 採

道 公 報

ア
次新 定

安所立

保場指指

森町 施の 予の冠

定木 林

業 森林 の伐 定
林に国 採

第

林

イ

町立次務

木 そ主村間の部
の山

の の伐森伐と次治

係り図課 伐 他と林にお

て備ると」及 採 のし整

森

号

ア
平立
成木次平
十のの取
四伐森町
年林 採 十

所方 要 及びの目の

に国

冠在的件法

び新

石源

と場三水

の役
次町

」え三か

り備郡の

おに
省て

、い町養

は置石ん

有林伐計森す の

略縦国

。

い林に採画林る 限

つ

す定、

て。つをでは度
の

、のてるめ次

は次い
に、と標と

主図はこる
で伐り

は示主が準お

伐

す

択部にき期と

、す伐
にる立以る

伐分係る齢

有 目の

よ限伐木上。

に

法て。

所い林 方 要 のつ

水立図
、の

は次

在的件

す

郡のの示

冠源木に

新

養を分

冠ん採部

新か伐
禁に

町

伐計森す及び の

国止限

取

に採画林るび平 限

林
つをでは度。

め次の役

いす定、次町
おに

はこるのと場

てる
主が準おり備

、と標と
期とは置

伐で伐り」え
省て

係る齢す、い

にき
伐木上。略縦

る立以る

の 一つ有

月い林 方

二法て。

十は次

九、の

日

択部
、す

は示
伐に

主図

金

にに
伐分

曜

供。

、に林

し覧有

よ限

面。図

図るの

のす次

そ

分

係部

関す

び示

及）に

採はの

北る

を限

類に

書

を当の

。。種、も

るる
な木る

め立す

定該と

）

町
市
る
す
在
。所
いの。

。。）

林る。

有する

村

限
に
分
部
す
示
に
図

の
次

、も、に

採はのし覧

る

該とのす

を当のそ供

種
木る面。

め立す図る

定

関

。所び

いの。及）

な

北

町を

市類

る書

す係

在

るる

村

日

産
水
道）

海。

）
。。

アイ

主村 定

所立町立

場指指
施のの 伐伐森

定木木 主

市
る
係
に

はと林

林保

イ
町立次務安

木 主村の部林

の山定

の 伐森と次治予

）
。

と林お

ア

余そ 定

安所立

保場指指
施の 予の市の

定木 林次

る水

係道

に海

定森町他

林

イ

市産

町立次務

木 主村間の部

おの山

の 伐森伐と次治

と林に伐 森町他

の石の

次三そ

て備 採採 業、し整 の伐
方限 要伐伐計 目のの

択

的件法よをで度

に採画
標

土こる

。るめ

るす定
き期

崩で伐

のが準

砂と

整り図課森 伐

のる齢

壊

の の

て備と」及林 採 し

るび余所 限

伐計す及び

をで度。市在

採画

場古

るめの役

す定次町
備郡

と標おに平

こると
置平

で伐」え古

が準り

の伐

る齢、い町

き期は

業 森林の

つ有林 目の

林に国森 採
て。つ

所い林に 方 要 の

、のて

は次い

在的件法

市砂木に、

余土立図は

余崩伐す伐

郡のの示主

町のを分、

市壊採部は

」及 採 し整係り図課 伐

計森す及び の

て備ると
。石

採画林るび三 限

伐
をでは度

るめ次の役

す定、次町

と標とおに

こるのと場

で伐り」え

が準おり備

る齢す、い

き期とは置

林の
つ

い林に

つ有林

に国森
図は

、のて

は次い

て。
伐す伐

の示主

木に、

立

上

防立以

を分係

採部に

該と
当の
、も

はの

備木
る

す
在

所
の。
木る
立す

立以省て

市

はのし覧有

木上略縦国

当のそ供。

、も、に林

立す図るの

該とのす次

の。及）に

木る面。図
分

す係部

在関す

所び示

防禁に択
市類に

る書

よ

有するに

国備止限伐

の
次。

。。）る

林る。

る省て

に
分
部

す
示

に
図

のし覧

木上。略縦

立以

す

当のそ供

、も、に

は
る面。

立す図る

該との
係

在関

所び

の。及）

木

限伐

禁にる
市類

る書

す

。）を

る。種

する採

止

な
め
定

一い

六。

〇

る

町を限

市
る
係

に
村

町

る水

係道）

に海。

村北 村北

町を

）
。

る
限

市産 市産

る水

係道

に海



道
海

北

イ

告 林

平 示 町立次務

成 第 木 村の部

十 の 森と次治

四 伐 林おの山

年 号 採 整り図課

十 備と」及

北 海

ア
次小そ主 定

所立

場指指

他と 施のの樽の伐

定木
業林のし の伐森市
に国森て 採

道 公 報

林保

イ
町立次務安

木 主村の部林

の山定

の 伐森と次治予

し整り図課森 伐 と林お

て備と」及林 採

第

ア

積そ 定

安所立

保場指指
施の 予の丹の

定木 林次

業 森林の の伐 定森町他

林に国森 採

号

次務
林

の部
及

り図課

おの山

と次治

の

と」

一 計す及び

月 画るび小 限

二 で度。樽

十 定次市

九 めの役

日

え

準り備

標おに

ると所

期は置

伐」

金

以省て

齢、い

曜

要つ有林伐 目の

上略縦

法て。つを

い林に採 方
、のてる

は次いす

的件
砂木に、と

土立図はこ

崩伐す伐で

のの示主が

のを分、る

壊採部はき

備止限伐木

防禁に択立

積所 限

伐計す及びの の

をで度。丹在

採画るび
場小

るめの役

す定次町
備市

と標おに樽

こると

で伐」え

が準り

る齢、い有

き期は置国

木上略縦。

立以省て林

林に 方 要 のつ有林 目の

い

在的件法て。つ

所い

積土立図は

、のて

は次

郡のの示主

丹砂木に、

丹壊採部は

積崩伐す伐

防禁に択

町のを分、

び古

す及び

国備止限伐

。平

る
り備

おに
と場

の役
次町

略縦
省て

、い
は置

」え

のし覧

日

る

とのす

のそ供

も、に
関
び

。及）

る面。

す図

、

するには

北
を
類
書
係

立
。該

。）る当

る。よ

次

村
町
市
る
す
在
所
の
木

図

、も、にの

はのし覧

示

該とのすに

当のそ供

部

木る面。す

立す図る

在関に

所び分

の。及）

）

市類。

る書る

す係限

。よ

有するに
村北

町を

図
の

次。

。。）る

林る

し覧

る
限
に
分
部
す
示
に

面。
図る

のす
そ供

、に

海

北
を
類
書
係
関
び
及）

２

産
水
道

解場保た解

除所安目
し図

定との
除 予林的次

１

市
る
係
に

保

解場保た解え
備

除所安目置

定とのて

除 予林的次い

る水

係道

に海

保し図縦

定

市産
北

森を 海

解平 道

除成

林
告法 保た解

す 示 安目

る年 第 除昭 林的

予 和 と

定月

１２

）
。

し

目除所

解場保た解解場

と定

除 予林的予

除所安

を
定

産
水
道
海

保し保

定

法除成

林解平

森
す
昭る年

和予

理

林指は

安て」 の 定月

在れ由略

所さ省

の定、

害水の

河て風排そ
、

し

防用面

郡のの路図

西次
示と北

別に備地を

更図

林指はに

安て」覧 の

村

る

所さ省す

の定、供 理
道そ
、）
し。

在れ由略

郡又用図

似所路の

様名

す北

似旧とを

様は地面

町跡

ので 号年 て
さ。
律 定る 理法 指あ日

れ由

第

害定第

風指）
号

の理

安 の

消２

備のの

防由条

所

の定の 理

林指林

安て

中風指十

在れ由在

所さ

由浦

郡の理郡

川害定勝

町消町

別備の幌

幕防

年で
第。

律る
法あ日

第
）

号

部る道

字すす海

２
の

条

支

別にめ勝

更分た十

上
限
る庁

・）済 １。経 の

一 部

六 林

一

及

１課

の務

見風た道

潮のる海

以び

の保支

１の高

台致め日

北経

１存庁
務

知図林

道の部

海次済

第

部び

堀す及

示課

事に

、
り

よ
に

定
規

の
項

２

滅

和

駒平

字滅字

う
よ

の
次

畠

の

、、 ２２ の

の

に
定

規
の

項
１

第

３
の５

の

事 次

知 、

道 り

海 よ

北

役

筆村

２別

上更

う

堀 よ

町

に似

分様

いに

つ場

に

に

）に

也。場

る役

達限

林

達 安
保

に

指
の

林
安

保

指

也 の



路幌川

道道路札旭

１２

峡

種路広雲

のの北層

路
、転転

名自自 線 類線島

道区車車

北 海

法 北

農律

３

海

林第平

え

道 解置

成 水 告 い

産 示 除次て

大年 号 第） の縦

臣 図覧第 か月 の」に

ら 号 は供
、す、日 理条

道 公 報

平解在保た

森を
定１２

的

法除成除場安目

林解

に所林 す

るし

昭る年係と

和。
月保て

安指 年

日林定

第

海
北
道 備

告 場保た解え

示 所安目置

第 除 林的次い

とのて

し図縦 の号

指はに

て」覧

号

３

え解

備
平置除

成い予
十て定
四縦保
年覧安
十

及名線線

道域道道

に林

川川

覧区北北旭旭

縦
び

東東

所島島市市

場広広
のの栖栖

西西鷹鷹

市市
３線

里里東１
条

略。の規 省る次の

番番

によ 、うに し）よ定 由
用図安通 路の保る 道そ

指あ とをのが 地面林知

た道をた る海定っ す北

所れ

律のさ

法

め胆解。

第

の 第田る砂 ）虻限土 号

郡。
虻）流

第字防 ２町の の田出 条

省す

定、供 理

爺 ２洞備

そ
、）

し。

れ由略る

さ

用面

の路図

害水の

風排
る道

す海
と北

備地を

防
一供の

月す所

二る在

十。

九）

日

別
幕

郡
川

中

金

字
町

曜

先 地地丁地 ３２４号

駒

地 先先目
川 らで先河 かま

）で
地ま
敷）
川地
河敷

経予

庁る

支す

振除

ら
か

課旨

務る

林あ

部で

済定

項

町
田法

虻林

び森

及、

北 に町 定泉 規温 の湖
海 よ

事 次

知 、２
道 りの

示

にに

う図
堀 よの

の次

部
済
経

庁
支

め勝
た十

保

畠

別
幕
び
及
課
務
林

日

１
の

敷
間

分
部
す
示
に
図
の
次

地
の

員らでらで

かまかま 幅

場和

役昭

に

定２

備年

北

道しそ週 海

たの間平 道

。関、成

路
告法

係一 示

図般年 第昭

面の 和

は縦月

指に
也 の分

林部
達 安す

路工工工

を
事１２３４

完 事事 の成事

次平

線の と

の 種 区 お年了

り

に
場
役
町

完月名間類日

北

過

２３

海

疎

い

道 保た解て

地 告 安目縦

域 示

自

除 林的次覧

第

立

とのに

し図供

促 の

場
１

）
。
る
限
に

て」す 安
保
定
予
除所
解

延
と

等
道

国
長

、覧 号年
第道す

律海供

法北に日

建る
設。

路 第

道 ）部 号

整
及 １

課 第

備 条

了

築成

る秩雨雨改平

す日
。父竜竜

別郡郡

町秩秩年

道父父

二別別月

条町町
別

父父

線秩秩

路字字日

別

進 号

）別

定、。特 理

指はる
、法

し置

れ由略措

さ省

水ダそ

の事図成

源ムの平

か業面
海律

養地北法

ん用を年

市
笠

三
在
所
の
林

と

北北

間
区

複
重

の

林
有

国

幌川

覧札旭

道道

海海

縦

縦 定

の 規

次 の

び 項

土土

に海 、

所北 り

場 よ

覧 に
区

置事 の

え知 路

備道 道

、 を

て堀 域

い

地 地番 番
で ら 海ま か 北先 先地 地

す道第

堀
事
知

道

る水
務第

め林）

た産号

部
びの

及項

課１

山第

治条

図
の
次

。

市に

笠定

三規

海部
北す
示
に

一道分

六知に

二

現

場木木

）
堀。
る

事限

示 の

告 次

所所所

業業

現

決ら
か也 り

日 お
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５６７
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札
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海 るも）
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借
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入
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７局北 ら月務年 か１事

ー様
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海 平
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び台
及２

称タ等

名
品書
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付説

量び札

数
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日
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－

西事時
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室
議
会

目会
丁員分

あ員

て続サで委

れきー

こ事

な２ビる会

いきー

。局

こ以・と務

い年ス

事ナ

のテ

。そン

と上メ

成日

ん体
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をス

業ン

を道
９ 月と第 ３度示 年限告

し

定

で該規

ま当に

日て号

間物

だ期る

た約す

。契

よ
に

書
様

式仕
、を品

し
。
る

所の細

者契こ詳

イアイ

、

札あに入は

落で約名

とかすの入 在 者る関札

こ備

る整

いが

で制

号ア

開に入る捨税
た業分 札掲札落額て事

額加金者の の札 げ金を

時決 る

長賃

予延の

入に算額で

範る借

のす貸

算
９

約札札提提

契要入入そ

希の 作加加出出

書参参

１

８

の込望期場

成申

者当
の 海 札月

項 落北１
に 務 決り

定 財 のた
規 道

地行説

なをる執札

定の

書

たし務は明

っ申事称
担北北電公に

者出を、

、こ当海海話開よ

はる

る。

落とす道道番する

組事幌。

札。る人札号

決
定織委市

後の員中－

速名会央

に定

－ や称事区

る相

おに 札係し）あに

金もか当

い当 及るたを

こ費額っ免す

てた び消

２て の税て税る

、っ

業額

には 公及当落事金

金価者を

規、 告び該札

定方額格で入

定入 に地

る書 め消にとあ札

す札

かに

資に る費１する書
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か
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